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要約
本稿の目的は、高齢者とその子どもとの聞の援助関係に現れるジェンダーに

もとづく差異を明らかにすることにある。親子聞の援助をめぐっては、両世代
ともにジェンダーによる違いが著しい。高齢層では、男性は女性より安定した
扶養環境を形成する可能性が高く、被扶養者的な性格も相対的に弱い。子ども
からの援助は夫の親を中心に提供されており、女性子の実親への援助は本人の
能力に左右される傾向があるとともに、援助内容も非経済的援助に偏っている。

個々の家族レベルでは、高齢の親を被扶養者として位置付けることはもはや
困難であり、とくに経済的援助の場合と男性高齢者においてその傾向が著しい。
しかしながら、諸援助が行われる土台として、同居は依然重要な意味をもって
いる。高齢社会の諸政策を有効に展開していくには、このような世代間関係、
ジェンダー特性を理解、修正してし、く姿勢が必要であろう。

キーワード:親子の援助関係、高齢者扶養、ジェンダ一、実親、配偶者の親

はじめに

高齢者を家族の被扶養者とする一方的な位置付けはもはや現実と適合しなくなってきた

のではなかろうか。それが家族の福祉機能を低下させる諸状況(山田，1994)、とりわけ人

口高齢化の帰結であることはいうまでもない。高齢期の長期化によって、家族では負担し切

れないほど大量かっ高度の扶養能力が必要となる一方で、高齢期を余生ではなくもう一つの

ライフステージとして人生に組込むようになった。そして、高齢人口の増加にともない社会

は高齢者を少数の従属人口として抱え込むことができなくなったのであり、同時に高齢者の

なかでも多様な高齢者像の形成が促進されてきたのである。

とはいうものの、日本の高齢化はかなり急激に進展してきたこともあって、高齢期生活に

対する保障システムが充分に整備されているとはいえない状況である。かなりの部分におい

て家族の役割が期待され、実際担わされている。意識や実態において家族が多様化したり、

すべての社会保障制度がその実施対象として必ずしも家族を想定しているわけではないが、

ほとんどの人は何らかの形で家族を形成しているのであり、高齢期の生活保障のあり方はそ

の家族との関係を考慮、したものとならざるを得ない(原田，1988)(J)。

家族内支援の枠組から世代間関係をとらえる際にもっとも重要な意味をもつのはジェン

ダーである。多くの場合、家族という集団は両性及び世代関係を軸に構成されているうえに
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家族内支援のネットワークの構造や機能の違いが主としてジェンダーにもとづく差異に起

因していることが多し、からである。扶養ニーズにおける変化もさることながら、 1960年代

のような強力な親族ネットワークはほとんど期待できないうえに(落合，1997)、家族の個

人化が進みつつある現在、高齢者とその子どもが形成する援助関係におけるジェンダーによ

る違いは一層重要な意味をもっ。

世代関連帯に基礎をおく社会保障の方に視点を移すとこれまでの人口構造のバランスが

崩れるにしたがって、負担と給付をめぐる世代聞のアンバランスが注目されている (2)。し

かし、高齢期における経済的自立が要求されている現実を考えると このような世代間対立

が個々の親子関係においてもそのまま適用されるかどうかは疑問である。パラサイトシング

ルの増加を言及するまでもなく(山田，1999)、高齢期生活の経済的責任は当然子世代では

なく高齢者本人に担わされていると考えられるからである。

以上のような問題関心から、本稿においては、高齢者とその子どもの聞に行われる経済的、

経済的以外の援助関係を実態的にとらえ、そこに現れるジェンダーにもとづく差異について

考察する。具体的には、高齢者扶養において、(1)マクロレベルに見られるような世代聞

の対立構造は親子支援というミクロレベルにおいても同様に適用されるかどうか、 (2)援

助関係及び内容にみられるジェンダー特性について検討してし、く o

1 . データ

本稿で分析を試みる項目は、親子聞の基本的な関係を示す項目(家族認知率、扶養規範に

ついての意識など)、親子聞の経済的援助関係及び経済的以外の援助関係に関する項目など

である。分析対象は、子世代として 28"-'59歳の有配偶者、親世代として 60歳以上の高齢

者(男性は一部 65歳以上に限定)とする。親子間の援助関係者が男性子、女性子、父親、

母親、あるいは夫の親、妻の親などに分類されており、援助関係及び援助内容にみられるジ

ェンダーによる違いを考察することができる。なお、本稿において親とは、とくに断わりが

ない場合、実親と配偶者の親の両方を指している。

2. 家族のなかの高齢者

高齢者を中心とする親子聞の援助関係を分析していく土台として、家族という枠組のなか

で高齢者とその子世代がどのような関係を形成しているのか、いわば扶養環境をみてみよう。

(1)高齢者の世帯形態

最近、社会の諸変化に伴い高齢者世帯、とりわけ単独世帯が増加していることや、子世代

との同居の意味の変化にも関心が高まっている。しかし、高齢者扶養、とりわけ介護などに

おける家族の役割が強調される傾向がなお強い日本においては、援助の程度及びあり方を判

断するうえで高齢者がどのような世帯を形成しているかということは、依然として重要な意

味をもっ。
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図 1は、 60歳以上の高齢者の世帯形態を性別、年齢別にみたものである。まず、女性と

違って男性は 60-64歳において「その他」世帯(高齢単独、夫婦のみ世帯を除く高齢者のい

る世帯)の割合が非常に高く、高齢期生活に突入する時期において性別にずれがあることが

よくわかる。さらに、 65歳以上においても男性の場合、夫婦世帯率がもっとも高く、単独

世帯率は女性の半分にも満たない。それに対し女性は、夫婦世帯の割合が加齢とともにほぼ

10%単位で減少していき、それを補うかたちで「その他」世帯及び単独世帯が増加してい

く。男性高齢者の世帯形態が加齢に伴う変化がほとんどなく非常に安定しているのに対し、

女性は 70代でとくに変化が大きい。
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図2 兄弟構成別親との居住距離

つぎに、図 2は兄弟の構成別による親との居住距離の違いをみたものである (3)。親と

の居住距離は、全体的に男性子より女性子の方が遠い。男女ともに男の兄弟がし、る場合にも

っとも同居率が低いが、とりわけ女性子においてその傾向が著しい。「一人っ子Jにおいて

男女ほぼ同水準で、あった同居率は、「男兄弟有り j では 8倍近く差が開いている。さらに、

姉妹がいるか否かによる変化も男性より女性の方で大きく現れている。

緊急の対処が可能な居住距離として同居と近居を合わせて見てみると、男性の場合、「一

人っ子j が 50.6%、「姉妹のみj が51.9%、「男兄弟有り j が40.3%である。一方、女性は

それぞれ 35.8%、31.0%、14.2%と、相対的に比率が低いうえに、兄弟状況別による格差

が大きい。結局、近年同居率が低くなってきているといっても、男系を中心とする同居慣行

は依然として根強く残っているのである。

高齢者の世帯形態に影響を及ぼすものとして健康及び経済的要因が主に考えられる。本調

査の結果からは、健康状態が悪い場合でも「その他」世帯の増加はあまりみられず、健康状

態と世帯形態聞に有意な関係は見出せなかった。とくに男性高齢者にその傾向が著しい。た

とえば 70歳以上の男性高齢者の健康状態別世帯形態をみてみると、健康状態が悪い(rや

や悪いJと「大変悪しリの合計)場合にむしろ単独世帯と夫婦世帯の割合が高いのである。

同じく女性高齢者についてみてみると、健康水準が悪いケースでわずかに「その他j世帯

の割合が増加してはいるものの、単独世帯も 5%以上増加している。これは、加齢とともに

女性が無配偶状態になる可能性が高く、そうなった場合に単独世帯あるいは「その他j世帯へ
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と転じたことによる変化としてとらえられる (4)。本調査の対象となった高齢者のほとんど

が前期高齢層に属するという制限もあるが、健康状態が悪い場合でも単独世帯が高い割合を

占めている (5)。結果的に、高齢者の世帯形態における男女差にもっとも大きな影響を及ぼ

しているのは、加齢とともに拡大していく高齢人口の性比の不均衡といえよう。

つぎに経済状態との関連であるが、まず高齢者の個人収入をみてみると、女性は男性とは

比較にならないほど低い金額である。女性は個人年収 100万円未満が過半数を占めている

のに対し、男性は 200・399万円がもっとも多い (6)。就労所得を持つことの多い 60・64歳層

を別にしても、男性高齢者の収入は 200万以上のレベルで、安定している(7)。
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図4個人収入別世帯形態(65歳以上)

ところで、高齢女性の個人収入を現役女性のそれと比べてみると、 200・399万円台で約

10%、400・599万円台で 5%ほど現役世代がわずかに高率であることを除けば、各年齢階級

における年収の構成比の違いはほとんど認められない。つまり、高齢期における個人収入の

男女差は、 60歳以上での就労所得の有無や公的年金の受給額の違いはもちろんであるが、

高齢期に至るまで、のジェンダーによる差異の帰結としてすでに予定されていたのである。今

日、次世代に依存するのではなく、自らの現役時代の働きで自立した高齢期生活に備えると

いうことが当たり前に思われつつある。しかし、図 3で明らかなように多くの女性にとっ

てその図式は成立し難いというのが現実のようだ。

個人年収を高齢者の世帯形態との関連でみてみると、低所得層であるほど「その他j世帯

を構成する割合が高く、収入と世帯形態の開に有意な関係は明らかである。現役から退いて

からもなお家計責任を負わされることの多い男性においてその傾向がとくに強い。 65歳以

上の男性高齢者の場合、個人収入が 100万円未満の層では 60.2%、100-199万円層でも

48.8%と「その他J世帯の割合がもっとも高い。男性高齢者に多い夫婦世帯は、 200万円以

上の層からようやく過半数を占めるようになる。それに対して、女性は 100万円未満と 600

万円以上で単独世帯率が非常に低く押さえられている以外は、男性でみられるような個人収

入と世帯形態との関係性は見出せない。この違いはやはり収入額や家計責任における男女差

に起因していよう。
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(2)家族認知と高齢者

つぎの図 5をみてみると、親を家族として認めるか否かは、親との居住距離が主な判断

基準となっている。配偶者の親に対する認知率がわずかに低いものの、同居の場合、ほとん

どの人が親を家族の一員だと思っている。また、男性は近居の配偶者の親を除くすべてのケ

ースについて女性より高し、「肯定J率をみせている。
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近居または遠居では、実親と配偶者の親とでは、子どもの性別によってかなり異なった傾

向を帯びている。まず、実親であっても近居となると、男女ともに「肯定」率が同居より約

20%ほど低減している。閉じ状況で親に対する「否定J率が、男性は「わからなしリ率の

約半分に過ぎないのに対し、女性はほぼ同率である。このような男女差は遠居の場合でも同

様にみられる。

ところでこの現象が近居する配偶者の親に対しては男女がまったく逆の状況へと変わっ

ており興味深い。男性の場合、同居以外では、実親と妻の親とでは家族認知率に明らかな差

があり、妻の親に対して同居で 1.4%に過ぎなかった「否定J率が近居となると約 20%に

まで急増する。女性の場合、近居の夫の親に対して「否定Jより「わからなしリの割合が高

く、「肯定J率も遠居より大幅に増えている。

このような傾向は、男兄弟の存在有無による違いでも明らかである。「男兄弟有り Jの場

合、男性の「肯定J率が 78.5%、「否定J率が 8.4%、「わからなし、」率が 13.1%であるの

に対し、女性はそれぞれ64.1%、17.9%、17.9%となっている。「一人っ子j の女性がそれ

ぞれ 75%、8.9%、16.1%であることと比べてみても、「肯定J率の低下はもちろんである

が、「否定J率は 2倍にまで上がっている。

結局、居住距離は、女性子の対実親、そして男性子の対配偶者の親ではほぼ唯一の認知基

準として作用するが、その逆の場合においては必ずしもその限りではないのである。これは、

家族という枠組を設定する際に配偶者の親を考慮、しなくても済む場合がほとんどである男

性と、現実的にそれが困難な女性という立場の違いがもたらした結果である。つまり、家族

認知率における男女差は、女性が居住距離とともに男系を中心とする家族制度にも大きな制

約を受けていることを示唆している。
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(3)扶養規範についての意識

親に支援の必要性が生じた場合、誰が、どのようにそれを支えていくべきであると考えて

いるかを知る手がかりとして、「親の面倒を見るのは長男の義務であるJ(以下、長男規範)

及び「親が年をとったら子どもは親と同居すべきJ(以下、同居規範)という伝統的な扶養

規範を問う二つの項目を検討してみよう。

まず、長男規範を問う項目であるが、「そう思う Jの割合は、男女ともにほとんどの年齢

階級において 20%以下と低い。しかし、 28・59歳の有配偶者全体でみてみると、男性は女

性の 3倍以上も高い肯定率となっている。「どちらかといえばそう思う j の比率でも男女差

は大きく、男性の場合おおむね長男規範を容認していることになる。

<長男の扶養義務> <老毅との同居義務>

234  5 2 3 4 5 234  5 234  5 
男女 男女

1.28-39、2.40-49、3.50-59、4.60-69、5.70-77歳
恒コどちらかといえばそう思う............，どちらかといえば思わないー←そう思うー←そう恩わない|

図6年齢別扶養規範に対する意識

年齢別でみてみると、男性より女性の方で年齢階級聞の意識差が顕著である。男性の「そ

う思う j率は、 70歳以上の 18.9%を除けば28'"'-'69歳層のほとんどが 10%弱であり、年齢

階級聞の格差が 5'"'-'8%水準にとどまっている。一方、女性の場合、加齢とともに規範を肯

定する意見が直線的に増加している。そしてこの年齢別格差は、「そう思わなしリ率におい

てさらに大きくなっている。

つぎに、同居規範についてであるが、「そう思うJ率は男性が 20%以上、女性でも 15%

以上を見せており、長男規範より高い支持を得ている。長男規範同様 70・77歳層の女性の

肯定率がもっとも高い。「そう思う j 及び「どちらかといえばそう思う j を合わせた肯定意

見の平均を全体的にみてみると、男性が 65.9%、女性が 56.5%と男性が 10%ほど高くなっ

ている。全体的な傾向として、年齢が高くなるほど肯定率が高くなるとともに、主:性の若年

層を除くいずれの年齢層においても「そう思う」率が「そう思わない」率を上回っている。

しかし長男規範同様、男性の 50・59歳層と女性の 40-49歳層の肯定率は例外的に低い。こ

の年齢層においては親との同居と介護が直結する場合が多く、そのような現実認識が強く反

映しているものと思われる。

扶養規範をめぐっては性別・年齢別格差が大きいが、その背景には男性や高齢者に比べ現

実問題として負担を強いられる可能性が高いというム・性及び現役世代の立場がある。男性の

50・59歳層と女性の40・49歳層で扶養規範を肯定する意見が低いことに対しても同じく理解
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すべきであろう。さらに、本調査でも男性子の親との同居率は 30%水準であるのに対し女

性子のそれは 10%程度に過ぎない。このことからも明らかなように、「長男jあるいは「親

との同居Jという言葉から、親とは妻の親ではなく夫の親を指していると受けとめるのが現

実的であり、そのことが女性の否定率をさらに高めているのではなかろうか。

3. 経済的援助からみた親子関係

高齢期の経済性活に占める公的保障の割合が持続的に増加している。もちろん女性の年金

権問題や、年金の受給と負担の不均衡からくる世代間の対立の問題など解決すべき課題は少

なくない。しかし、公的年金制度の成熟とともに高齢期の経済的自立が一定レベルまで実現

できるようになったことが家族内支援のあり方に及ぼす影響は大きい。本章では、「この 1

年間の経済的援助(小遣い、仕送り、贈与、賃金など)のやりとり j の調査結果を用いて、

子どもと親のそれぞれの立場から経済的援助関係を検討する (8) (9)。

(1)子どもの側からみた経済的援助

(a) 年齢別にみた経済的援助

図 7は、子どもの年齢階級別による経済的援助の状況をみたものである。全体的にみて

半分以上の子どもがどちらの親にも経済的援助をしておらず、とくに 40代以上では親子は

経済的にかなり独立した関係にある。いずれの区分においても、 28・39歳層はもっとも高い

被援助率と「双方向J率を示しており、親からの援助が集中していることがわかる。それに

対し、 50代では援助対象によって援助率の格差はあるものの 基本的に援助型である。
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男女別では、実親との関係では女性より男性の方がより援助的であり、配偶者の親との聞

ではその反対である。実親との関係において、女性の被援助率は加齢とともに大幅に低減し

てはいくものの 40代まで高い。 50代でも援助率や「双方向j率とほぼ同水準をみせており、

40代を境に援助型に変わっている男性とは対照的である。配偶者の親との関係においては、

いずれの年齢階級においても女性の援助率や「双方向j率の方が男性より高い。とくに援助

率において女性はつねに男性の 2倍ほど高い割合である。本調査の結果からは、実親及び

配偶者の親への援助の規模や援助を決定するまでの過程などは把握できないが、経済的援助

の面において、男性より女性の方が配偶者の親とより密接な関係にあることは明らかである。
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(b)経済状況別にみた経済的援助

関 8は、子ども夫婦の職業別による経済的援助状況を示したものである。職業はもっと

も該当数が多く、以下に述べるような有意差がみられたケースとして、「一般J、「パートj、

「自営j の3つのカテゴリにまとめた (10)。
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「自営jと夫の親との関係以外は、すべての区分において子どもは親から援助を受ける立

場であり、少なくても親子間の経済的援助関係では高齢者はもはや被扶養者ではないようだ。

男性子の親との援助関係では、若干「パートj の援助率が低いが、 f--般」及び「パートj

の線はほとんど重なり合っており、傾向として一致している。それに対し、「自営j とその

他を比べてみると、「双方向j 率は 5%ほど低いが、援助率が 2倍以上高いうえに、被援助

率も 6.4%と非常に低い値となっているのが特徴である。また、妻の親とのやりとりは男性

全体が少ないが、実親に対して援助型であった「自営」においてとくに関係が薄い。

一方女性千の場合、全体的に「双方向j 率はほとんど同じ水準であるが、 f一般Jや「パ

ートJにおいて被援助率が援助率の 2倍以上も高い。とくに、「パートJではその格差が大

きく、主に親から援助を受ける立場である。

「自営j の女性は、「一般Jや「パートj に比べ若干援助率は高いものの、援助関係の諸

形態の比率がほぼ一点に集中しているうえに、「やりとりなしj 率がもっとも高い。これは

同じく「自営j である男性と比べてみてもまったく異質である。「自営」の援助率がその他

の職業より高いという点では男性の場合と一致しているが、男性が実親に援助者の立場であ

るのに対し、女性は援助も被援助もほぼ同率に行われており、実親との援助関係は交換関係

におよそ等しい。そしてこの関係は配偶者の親との間ではまったく逆の展開をみせている。

「自営j では夫の親との結びつきが非常に強く、妻の親との関係はわずかである。

女性が収入を伴う仕事についているか百かを基準にしてみると (lli、援助の交換程度はほ

ぼ同水準であるが、その内訳においては無職の女性により高い被援助率がみられた。具体的

にみてみると、実親との関係、において、有職女性の援助率が 12.2%、被援助率が 18.7%で

あるのに対し、無職の女性は各 7.8%、25.4%であった。夫の親に対しては、有職女性が

14.2%、13.2%であり、無職のk性は 10%、22.3%である。このように援助率そのものは、

実親、配偶者の親という援助対象の属性による違いはあまりみられないが、有織女性の方が
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より援助的である。その背景としては、実親からの援助率が高い 28・39歳層が無職の女性

の 40.9%を占めていることも考えられるが、やはり現実の経済能力の有無による結果であ

ろう。そして、職の有無に関わらず、実親に対しては被援助型であり、夫の親に対しては援

助型であるというのが有配偶女性の姿である。

つぎに収入の面からみてみると、世帯収入(過去 1年間の、生計をともにしている家族

全員の収入の合計)が高いほど援助率と「双方向」率が増加し、被援助率は下がる。実親及

び配偶者の親との援助関係において、被援助率ではほとんど有意な差が見出せないのに対し、

援助率では妻の親に対し相対的に低い値となっている。とくに、妻の親に対する男性の援助

率には収入の増減にともなう変化がほとんどみられない。女性子の実親に対する援助も、世

帯収入が 800万円以上のレベルに達するまで、非常に低く押さえられている。

また個人収入(臨時収入、副収入、年金、公的扶助などを含む、過去 1年間の本人の税

込み収入額)との関係をみてみると、男性の場合、収入が 600万円以上の水準になってよ

うやく援助率の上昇がみられる。それ以下の水準では実親に対して約 10%、妻の親に対し

て約 5%というレベルで、援助率はほぼ一定して低い。それに対し女性の場合は、個人収入と

援助率がほぼ直線的な比例関係にある。収入額が 200万円以上のレベルから援助率が増加

し、400-599万円で援助と被援助の比率が逆転する。とくに600万円以上では、実親に20.4%、

夫の親に 30.9%とし、う非常に高い援助率を記録している。

このように子どもの収入が一定レベルに達するまで援助率が低いということは、親への経

済的援助が行われる条件として、扶養規範より子どもの援助能力の有無が優先していること

を意味する。そして、妻の親に対する援助率が世帯収入の変化とほとんど関係なく低いこと

や、世帯収入が一定レベルに達するまで女性子の実親への援助が低く押さえられているなど

の事実は、親への経済的援助が現在なお夫の親を中心に行われていることを意味する。また、

個人収入別の援助形態にみられる男女差は、男性の収入が世帯収入を意味する場合が多いの

に対し、女性のそれは家計の副収入として位置付けられることが多いことに起因しよう。親

への経済的援助は世帯単位で判断される場合が多いが、女性子の場合、本人の収入レベルや

職の有無が援助の提供に少なからぬ影響を及ぼしている。しかし、女性の収入が男性より低

く、経済的援助が夫方の親を中心に行われている現状を考慮すると、

女性子のみをもっ親が子世代からの援助を期待することはほぼ困難なことは明らかである。

(2)親の側からみた経済的援助

これまで親子間の経済的援助の実態を子どもの属性から見てきたが、つぎの図 9及び図

10は親の属性からみたものである。まず親の年齢階級別の変化を見てみると、男性の 60-

64歳層において子どもへの援助率が非常に高く現れる以外は、「やりとりなしjがほとんど

の年齢層で 6割近くある。また加齢に伴い徐々にその格差が縮小してはいくが、いずれの

区分においてもつねに援助率が被援助率を上回っている。
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男女別では、子どもの属性からみた場合同様、女性より男性の方が援助率は高く、逆に被

援助率は低いとし、う状況が高齢期においても続いている。また、経済的援助の全体的なやり

とり率は、女性より男性の方が高くなっており、子世代とは対照的である。これは、親子間

の経済的援助関係において親が援助者となることが多いうえに、経済的に男性高齢者の方が

女性高齢者より優位であるところにその原因を求めるべきであろう。

図 10をみてみると、男女ともに年収 400万円以上では 30%以上の高い援助率を示して

いる。性別では、男性の場合、 400万円未満でも援助率が持続的に増加しているのに対し、

女性は 400万円未満では 20%を前後して援助率がほぼ一定しているのが特徴である。しか

し女性のほとんどが属している年収 200万円未満では、女性の援助率が男性のそれより 3

'"'-'5%ほど高い。これは、高齢者の世帯形態における性別格差とともに、現役世代同様、家

計責任における男女の位置付けが違うことの影響が大きい。

高齢者の世帯形態別では、夫婦世帯がもっとも援助的である。夫婦世帯は、援助率が 25%

以上あるのに対し被援助率はわずか 5%に過ぎず、「やりとりなしJ率も約 60%と経済的に

もっとも自立している。単独世帯の場合、被援助的傾向を帯びており、その他の世帯とは状

況が異なる。単独世帯の場合、個人収入すなわち世帯収入を意味しているのであり、そのた

め個人年収が一定水準に達するまでは誰かを援助することは困難である。事実、高齢者世帯

の世帯年収を基準にしてみると、子どもへの援助率が被援助率より確実に高くなるのは年収

200万円以上の水準からであり、とくに年収 200万円未満の単独世帯では援助率が被援助

率の半分程度に押さえられている。そして、女性は男性より単独世帯及び「その他J世帯を

形成する比率が高く、子どもへの経済的援助にみられる男女差はこの世帯形態による違いに

も大きな影響を受けているのである。

4. r経済的以外の援助」からみた親子関係

経済的自立とは違って、経済的以外の状況、例えば加齢に伴う身体能力の衰え、喪失感、

そして世代聞の意識差などは、現役時代の努力などでカバーすることは困難な場合が多い。

とりわけ健康問題は高齢期について不安を感じる理由としても一番にあげられている(12)。
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高齢者に対する経済的以外の援助(以下、非経済的援助)のもう一つの特徴は、性別役割分

業が根強く残っている分野のため、家族の女性が家事の一環として行うことが期待されてい

ることが多く、同時にその定義や評価が困難な領域だということである。女性や家族をめぐ

る諸状況が変化する中でも、その意識や実態に大きな変化が見られないのもこの分野の特徴

である。

本章では、経済的以外の分野(身の回りの世話、家庭の家事や留守番、看病や介護、相談

・や愚痴の相手など、自分や相手の役に立つこと)をめぐる親子問の支援状況について検討す

る。

( 1 ) 子どもの側からみた非経済的援助

(a) 年齢別にみた非経済的援助

図 11は、子どもの年齢階級別による非経済的援助の状況をみたものである。全体的に若

い世代において被援助率が高い。しかし、いずれの年齢階級においても被援助程度は非常に

低く、経済的援助に比べ約 10"-'20%ほど低い被援助率を示している。親への援助率は、経

済的援助では 50代以外では女性の比率が男性より低い割合をみせていた。非経済援助では

援助率が男女ほとんど同じレベルで、あるうえに、「双方向j 率は女性の方がつねに上である。

経済的援助より非経済的援助において女性の役割がより求められていることがここから読

み取れる。

そしてもっとも大きな違いは、経済的援助では援助率がいずれの区分においても 20%以

内で一定していたのに対し、非経済的援助では年齢と比例するかたちで上昇している。なか

でももっとも高い比率を示している 50代の女性子の援助率は 30%を上回っている。さらに

「双方向j 率においても、経済的援助では子どもの年齢と関係なく 10"-'20%の範囲内で一

定水準を保っていたのに対し、非経済的援助では子どもの加齢とともに低下する一方である。

すなわち、非経済的分野における親の立場は、より受益者的である。
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女性の 28・39歳層は経済的援助において被援助率がその他の年齢階級より 10%ほど高か

った。ところで、非経済的援助では被援助率の年齢別格差はそれほど大きくないが、「双方

向J率が 40.5%とひときわ高くなっている。白波瀬 (2000)の分析においても、親から提
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供される女性子への主な世話内容は「出産時の世話」、「悩みごとの相談j、「孫の身の回りの

世話jの順となっており、この時期における女性子と実親との「双方向J率の高さを裏付け

ている。

つぎ、に、女性子の親に対する援助であるが、経済的援助では援助率と「双方向j率がとも

に夫の親の方がわずかながら高い割合をみせていた。それに対し非経済的援助では援助率は

ほぼ同水準であるが、「双方向j率はむしろ実親の方が 10%ほど高くなっている。非経済的

援助とはその援助内容が多彩かっ広範囲にわたるものであり、親への援助の水準及び内容が・

それぞれどのように異なっているのかは検討の余地がある。しかし女性にとっては、重度の

要介護状態などを別にすれば、実親への援助として経済的援助より非経済的援助の方が行い

やすいことは充分考えられる。なぜなら、多くの場合、女性は男性より経済的に低い地位に

あるうえに、非経済的援助は援助の内容そのものが個別的な対人サービスとなる場合が多い

ため、女性個人の判断にゆだねられる可能性も高いからである。

さらに、経済的援助同様、非経済的援助でも実親への援助率における男女の格差はほとん

ど見られないが、配偶者の親に対する援助では、男性は常に女性の半分にも満たない水準で

ある。結局、親子聞の援助関係とは、男性とその親、女性とその親、そして女性と夫の親と

いう三つのカテゴリを中心に機能しているとしづ、性別に明らかに偏った援助関係になって

いる。

事実、無配偶者の実親との援助関係では性別による違いはあまりみられない。具体的には、

女性の場合、援助率は 5"-10%ほど増加するが、被援助率にはほとんど変化がみられない。

一方、男性は、援助率が 10%ほど低減し、被援助率の方はむしろ 10%ほど上昇している。

もちろん男女ともに無配偶者の母数が大きくないため、この結果を一般化することは困難で

ある。しかし、このような配偶状態別による違いが、有配偶女性の実親への援助を制限させ

る家族制度におけるジェンダー差に起因していることは否めないのである。

( b)職業別にみた非経済的援助

図 12は、夫婦の職業別(経済的援助と同分類)による非経済的援助の状況を示したもの

である。また男性の場合は、一般とパートの間にほとんど違いが見出せなかったため、一つ

のカテゴリにまとめた。

女性子と親との関係では、「パートJや「自営Jに比べ「一般Jの女性が援助率や被援助

率、そして f双方向J率にいたるまでわずかながら高率を示している。さらに、「自営Jと

「パートjはともに夫の親への援助率、実親からの被援助率が高く現れている。それに対し、

「一般Jの女性は援助率と被援助率がともに夫の親より実親の方で高く、「一般Jの女性は

実親に比重を置いた援助のやりとりを行っている。「パートj の女性の場合、援助率と被援

助率がともに低い値であり、経済的援助でみられたような実親への依存的な状況はみられな

い。そのうえ、「やりとりなしj 率が女性のなかでもっとも高く、非経済的援助での実親と

の関係は相対的に希薄である。
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つぎにもっとも特徴的な「自営Jの展開を見てみると、配偶者の親に対する「やりとりな

しj率が男性の場合 79.6%と極めて高いのに対し、女性は全体のなかでもっとも低い 35.5%

を記録し対照的である。その格差の大きさもさることながら、その他の職業と比べてみても

極端に偏っている。男性の場合実親への援助率が 20%も高いのに対し、女性はむしろ配偶

者の親の方が 10%ほど高い。「双方向J率まで考慮に入れると「自営jの夫と妻との援助形

態における格差はさらに広がってし、く。また「自営j の男性子の親との援助関係は、「双方

向」率及び被援助率がきわめて低い反面、援助率の方は非常に高く、実親を一方的に援助を

していることになる。これは男性のなかでも非常に特徴的である。

「自営」の男系中心の傾向が経済的援助以上に強く現れる背景として、援助のやりとりに

物理的制限が作用していることも見過ごしてはならない。「自営Jの場合、職場と居住地が

接近している場合が多いため、その他の職業より時間的、空間的な制約が少なく援助のやり

とりが容易である。そして居住距離においてはほとんどの場合、夫の親の方により接近して

いるのであり、結果的に夫の親とより密接な援助関係を結ぶ可能性が高い。結局、非経済的

援助における親子関係を職業別に見ていくと、「自営Jの息子夫婦の親への援助能力がもっ

とも高い。

(c)居住距離別非経済的援助

図 13は、居住距離別にみた非経済的援助の現状である。居住距離と比例して援助の「や

りとりなしJ率が増加しているが、実親より配偶者の親に対してその増加幅がより大きくな

っており、物理的な条件のみならず親及び配偶者の親に対する子ども側の心理的な距離が介

在していることが読み取れる。とくに女性の場合、配偶者の親に対して同・近居の場合に比

べ、遠居では 20%以上も高い「やりとりなしJ率を記録している。

経済的援助の関係では、被援助率の高い 28・39歳層が幾分多い近居において、同居より

被援助率が高い半面、援助率は低いという、居住距離別からみた援助関係が同・遠居とは違

う傾向をみせていた。それに対し、居住距離の制約が経済的援助より意味を持ち、子どもの

年齢に比例して親への援助率も増加していく非経済的援助では、子どもからの援助は距離に

ほぼ比例している。
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ところで、親からの援助の方は、いずれの関係においても同居より近居の方でむしろ高率

である。とくに男性子に対する同居の親からの援助率が非常に低く、近居はもちろん遠居よ

図13 居住距離別親への非経済的援助

りも低い状況である。「双方向J率や「やりとりなし」率でも同居と近居では大きな違いが

みられない。

このように同居している親との関係で、援助率はもっとも高いのに被援助率が相対的に低

いとし寸状況については、親が 70歳以上で同居率がとくに上昇するということも原因とし

て考えられる。さらに、非経済的援助の場合、サービスのて定義が難しく、サービスを提供

する側と受ける側の認識のずれが生じやすい領域である。そのうえ世帯をともにしているこ

とも影響して、親から提供されるサービスを援助として認識し難い部分があるのではなかろ

うか。

非経済的援助の一形態として、親とこの 1年間に交わした「話らしい話J(以下「話J)の

頻度をみてみると、全体的に男性より女性の方で高く、とりわけ<ほぽ毎日>crほぽ毎日

~週に 3・4回J)の比率は女性が圧倒的に高い。<ほぽ毎日>の割合は、同居の親及び配偶

者の親に対し男性より女性の方でそれぞれ 20%ほど高い。近居の場合も同程度の格差はあ

るが、女性の父親との「話」率は男性のそれとほぼ同水準であり、義母の場合よりも低い。

さらに、女性子はもちろんであるが、妻の親とのやりとりの少ない男性においても、近居の

実親より同居の妻の親との間で「話」の頻度がより高く現れており、「話Jの頻度を決定づ

けるもっとも重要な基準は居住距離である。

さらに、女性同士が「話Jをしやすい生活環境であるということも手伝って、女性子が同

居している母親、義母と「話Iをくほぼ毎日>する頻度はとりわけ高い。しかし男性のいず

れのケースにおいても、父親や義父より母親や義母の方に頻度が高く現れている。これは男

性高齢者に比べ女性高齢者の方が無配偶者である可能性が高いことに起因していると解釈

できる。

(2 )親の側からみた非経済的援助

経済的援助では、高齢者は子どもに援助する側として、男女ともに援助率の方がその他の

やりとり率より高かった。しかし、非経済的援助では「双方向」率が高く、後期高齢期に入
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ると被援助率も若干高くなっている。男性は前期高齢期においてほとんど援助を受けておら

ず被援助率は 5%程度であったが、 75歳以上で 13.6%に急増している。男性の場合 75歳を

前後して大きな変化が生じているということであり、すでに見てきた世帯形態における変化

とも合致している。女性では、年齢階級が上昇する度に 3%ずつ被援助率が増加していき、

70 -74歳層で援助率とほぼ並び、 75歳以上では援助率の 3倍以上もの被援助率を記録して

いる。

図 14は、高齢者の健康状態及び世帯形態別にみた非経済的援助のやりとりを示したもの

である。高齢者の健康水準や世帯形態別の構成比率の特徴を考慮、し、男性は 65歳以上、女

性は 60歳以上をそれぞれ対象としている。まず健康状態との関連であるが、健康水準が低

下していくにつれ被援助率が漸増している。男女ともに、健康状態によって援助形態に有意

な変化が現れてくるのは健康水準が「大変悪いJ段階であり、「やや悪いj 状態に比べ被援

助率が 10%以上も増加している。

<健康状態別>

234  5 2 3 4 5 

10 

60 

50 

40 

30 

20 

10 。

<世帯形態別>

男 女
1大変良好2まあ良好、 3どちらとも言えな % 単独 夫婦その他 単独 夫婦その他

い、4ーやや悪い、 5.大変悪い

図14 健康状態・世帯形態別子どもへの非経済的媛顕 1-+一双方向
(男:65歳以上、女 60歳 以上一合一子→親

男

一昌一親→子 | 

一様ーやりとりなし|

女

被援助率では、女性が健康水準に比例する形で変化を遂げているのに対し、男性では健康

水準が「どちらとも言えないj 段階までは被援助率が非常に低い。一方、「双方向j 率や援

助率では、男性の方が健康状態に即した形で低下し続けているのに対し、女性では「やや悪

いj 段階までは健康状態と援助関係に一定の相関関係を見出すことが困難である。

これは女性に比べ男性高齢者が夫婦世帯を形成する比率が高いことと関連していよう。す

なわち、男性に多い夫婦世帯の場合、健康水準が「大変悪Jくない限り子どもからの援助を

受けなくても、配偶者の援助で解決することが可能なのである。事実、図 14を見てみると、

夫婦世帯の場合、援助率と「双方向j率の差は約 10%、援助率と被援助率とでは約 15%ほ

どの格差で援助率が高く、その他の世帯とも明らかに異なる援助関係にある。結局、男性高

齢者が、健康水準が悪くない状態においては被援助率が一定して低い水準を維持できるのは

夫婦世帯率が高し、からであり、言いかえると世話役としての配偶者、すなわち女性高齢者の

存在があるからである。

世帯別の特徴として、被援助率と援助率の格差がもっとも大きい単独世帯は被援助型であ

る。援助率も高いが「双方向」率も高く、どちらかといえば接触の多い「その他j世帯は「双
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方向j型として特徴づけることができょう。一方、夫婦世帯は、援助率がもっとも高い援助

型であるが、他方においては fやりとりなしj率も高くなっており、経済的援助同様非経済

的援助でも子世代とはかなり独立的である。

ところで、「その他j 世帯の高齢者、とくに男性では、子どもの属性からみた非経済的援

助同様、被援助率が低く現れている。配偶者からの援助が得られているということも現実に

考えられるが、やはり援助サービスの内容や同居という環境がサーピスを援助として認識し

にくくしているようだ。「その他J世帯における援助関係を含む非経済的援助の親子関係を

考察する際には、この点を考慮して解すべきであろう。

考察

親世代と有配偶者の子世代との聞に行われる家族内支援をみてきたが、高齢者の現状及び

援助関係に現れるジェンダーによる違いが確認できた。

まず、男性高齢者の夫婦世帯率や女性高齢者の単独世帯率などは年齢とほとんど関係なく

持続的であり、自立が可能な状況においては高齢者世帯を維持しようとする傾向が高齢者に

みられる。しかし、自立が困難になりやすい後期高齢期の長い女性高齢者では、子どもとの

同居が現実の世帯形態に占める比率でも、同居への期待度でも高く現れた。経済的な地位が

優位な状況はもちろんであるが、世帯状況などにおいても男性高齢者の方がより恵まれた扶

養環境にいる。

子世代の属性からみた親との居住距離では、性別及び男兄弟の有無別によって有意差がみ

られた。高齢の親との同居には強いジェンダーバイアスがかかっており、そのことが家族意

識や認知率、そして実際の援助関係に強い影響を及ぼしている。家族認、知の基準として同居

が前提となっていることや、高齢の親との同居規範がかなり高い水準で受け入れられている

ことを考慮すると、同居が重要な扶養形態であることは否めないのが日本の現実である。

高齢の親とその子どもとの援助関係をみてみると、経済的援助より非経済的援助において

関係がより密接であり、経済的には親子はかなり独立した関係にある。援助の種類としては、

親は経済的援助を、子ども側は非経済的援助を主に行っている。援助は、親からの援助は

28-39歳層の子どもに、子どもからの援助は後期高齢期の母親に主に提供されている。男性

高齢者は援助全般において子世代からかなり独立している。その背景としては、男性高齢者

が経済的に安定していることや配偶者からの世話を受けやすいことが考えられるが、それは

世帯形態や個人収入別援助状況などで確認できた。

親への援助は、とくに「自営Jや「男兄弟有り jで有意な差がみられたように、夫の親を

中心に提供されている。そして、女性子の実親への援助は女性の経済的地位によって異なっ

てくる。さらに、経済的援助においては男性子の援助率が高いが、非経済的援助では女性子

の援助率が高い。また、高齢の親によって主に提供される経済的援助では父親の援助率が高

くなっており、男性が経済的援助を、女性が非経済的援助を主に提供しているといえよう。
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女性子が主な援助提供者である「話」では、女性高齢者が主な援助対象となっている。こ

れは非経済的援助が女性の間で活発に行われているというより、無配偶状態になった親への

援助と解すべきであろう。現に、居住距離別による大きな違いがみられないとともに、男性

子からの援助も母親の方に高い割合をみせている。

親子間の援助関係は、マクロレベルにみられるような世代聞の対立の様相ほとんど認めら

れない。むしろ親から子への経済的援助が注目され、家族内支援のみに生活を託すという高

齢の親の姿はもはや一般的ではないようだ。しかし、高齢者の扶養環境や親子間の援助関係

にともにジェンダーによる違いが多くみられた。高齢期の生活保障の一環として家族内支援

を検討していくに当つては、まず両世代に現れるジェンダーによる差異についての考察が必

要となるであろう。

注

(1) 同様の観点から野々山(1992)は、自らの権利としての福祉を自覚して自己主張する

ことのできないものも少なくないため、要援助者の代弁者としての権利主張をも視野に

入れた家族福祉の必要性を提起している。

(2) f1999年 1月社会保障制度に関する調査」によると、現役世代のほとんどが社会制度

の将来について不安を感じている。不安の理由として、制度の将来性が不透明であるこ

ととともに、世代聞の負担と受給の不均衡をあげる人が多い。事実、社会保障給付費全

体に占める高齢者関係給付費は、1973年度では 25%で、あったが、1996年度では 63.8%

に増加している(厚生省，1999)。

(3) 居住距離は、同居、近居 cr隣・同じ敷地内J及び「歩いていけるところJ)、そして遠居

cr片道 1時間未満J"-' f片道 3時間以上J) に変数を再割当てした。

(4) 65歳以上の高齢者の世帯形態別における女性の割合をみてみると、単独世帯で 79.5%、

夫婦世帯で 40.6%、そして「その他j世帯では 55.7%である。 65歳以上の高齢者の有

配偶率は、男性が 91.7%、女性が 62.4%であり、とくに 75歳以上では、それぞれ 85.4%、

47.6%となっている。

(5) r国民生活基礎調査J(平成 10年版)の調査結果からも、健康状態より年齢の方が高

齢者の世帯形態に有意な影響を及ぼしていることがわかる。 60歳以上の要介護高齢者

のうち、 60・69歳では単独世帯が 7.2%、夫婦のみ世帯が 40.4%、 70-79歳では各 9.2%、

27.8%、そして 80歳以上では 10.6%、9.5%である。同じく 60歳以上の寝たきり高齢

者の場合をみてみると、 60-69歳では 7.8%、36.9%、70・79歳では 7.9%、26.1%、そ

して 80歳以上では 8.8%、8.6%となっている。高齢者の世帯形態は健康状態別より年

齢階級別による変化がより著しいのである(総務庁，2000)。

(6) 高齢者の主な収入源は公的年金であるが、 65歳以上の者のいる世帯のうち公的年金・

恩給の受給世帯は 96.6%であり、 1997年現在、高齢者世帯の総所得の 323.1万円の
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63.6%を占めている(厚生省 1999)0 1997年現在の平均年金額を性別にみてみると、

男性が 190万円で、女性は 80万円となっている(厚生省 2000)0主な公的年金である

厚生年金は、世帯単位の年金として設定されてはし、るものの、直接的な受給権者は男性

であり、この世帯単位の年金に対する女性の権利はきわめて不安定である。

(7) 男性高齢者の有職率は、 60・64歳で 69.2%、65・69歳で 58%と過半数以上を占めてい

るのに対し、女性高齢者はそれぞれ 37.8%、22.6%とほぼ男性の半分の割合である。

(8) 具体的な援助関係は、「援助をしたことも援助を受けたこともあったJ(以下「双方向J)、

「自分が援助したことがあったJ(以下 I援助J)、「援助を受けたことがあったJ(以下

「被援助J)、そして「援助のやりとりはなかったJ(以下「やりとりなしJ)であり、こ

れは非経済的援助においても同様である。

(9) 親に対する有配偶子の援助、とくに経済的援助は、世帯単位で行われていると判断する

のが一般的である。したがって、本稿のように援助者を性別に分類しての分析には限界

がある。しかしながら、本稿の目的は、援助の規模や内容より、男性子、女性子、実親、

配偶者の親といった援助関係者及びその援助のフローを検討し、そこにみられるジェン

ダー特性を明らかにするところにある。その意味でこの試みは充分有効であると考える。

(lO)夫婦の職業は、夫婦ともに「常雇の一般従業者jであるケース(以下「一般J)、夫が I常

雇の一般従業者Jであり妻が「臨時雇い・パート・アルバイトjであるケース(以下「パ

ートJ)、そして夫が「自営業主、自由業者Jであり妻が「自営業の家族従業者」である

ケース(以下「自営J) に分類した。

(11)現在収入をともなう仕事についているかどうかを基準に分類した。現在収入をともなう

仕事に「ついているJ及び「ついているが休職中j を有職に、「今はついていないが過

去についていたJ及び「仕事についたことはなしりを無職に分類した。

(12)全国の 60歳以上の男女を対象とする意識調査において、将来の自分の日常生活につい

て「とても不安を感じるj が 10.8%、「多少不安を感じるj が 52.8%、「不安は感じな

し、jが 36.4%であった。不安を感じる理由(複数回答)としては、その他の理由が 20%

程度であるのに対し、「自分や配偶者の健康や病気」が 68.5%、「自分や配偶者が寝た

きりまたは要介護状態になること Jが 52%など、健康不安が圧倒的に高い(総務

庁，1999)0 
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